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奈良県住生活ビジョン（奈良県住生活基本計画）について

Ⅰ 計画の目的と位置づけ

１

新たな奈良県住生活ビジョン
（奈良県住生活基本計画）

【計画期間 ： R5年度～R12年度】

住生活基本計画(全国計画)を踏まえた
奈良県の住宅・住環境施策の

基本的な最上位計画

国が定める国民の住生活の安定の確保及び向上の促進
に関する基本的な計画

住生活基本法

【住宅施策に関連する3つの計画】

高齢者住まい法

住宅セーフティネット法

マンションの管理の適正化の推
進に関する法律

賃貸住宅供給促進計画

高齢者居住安定確保計画

マンション管理適正化推進計画

NEW

NEW

住生活基本計画（全国計画）
【計画期間 ： R３年度～R12年度】

法
定

任
意

任
意

任
意

Ⅰ 計画の目的と位置づけ

1 計画の目的

2 計画の位置づけ

3 計画期間

Ⅱ 統計データにみる「住まいまちづくり」の現状と課題

（1）人口・世帯

（2）県民意識

（3）住宅・住環境

（4）地域別の状況

Ⅲ 「住まいまちづくり」の基本理念と施策

1 「住まいまちづくり」の基本理念

2 「住まいまちづくり」の基本方針

3 「住まいまちづくり」の施策と目標

方針1 住み続けられるまちをつくる

方針2 住まいを必要とする人を支える

方針3 良質な住宅の供給・循環を促進する

4地域・住宅地の特性に応じた「住まいまちづくり」の方向

5計画の実現に向けて-関係主体間の連携や推進体制-

目次

○本計画は、奈良県民の暮らしの基盤である住まいと住まいを取り巻く住環境
（以下、「住まいまちづくり」という。）を一体的に捉え、豊かな「住まい
まちづくり」の実現に向けて、県民、民間事業者、行政等の様々な主体が共
有する基本的な方針を示すことを目的とする。

○今般、新たに住宅を対象とする複数の関連計画の新設・改訂を要し、相互に
関連する類似計画が多数定められることとなることから、計画内容を県民・
市町村・関連業界に対して整合性を持って明瞭に発信できるよう、今回の改
定のタイミングにおいてこれらの計画等を新たな｢奈良県住生活ビジョン

（奈良県住生活基本計画）として一本化して策定する。



Ⅲ 「住まいまちづくり」の基本理念と施策

県民を中心とした多主体連携による持続可能な「住まいまちづくり」
魅力ある風土を活かした豊かな暮らしを育む 「住まいの奈良」 の実現

奈良県がもつ地域の個性や特性を活かしながら、土地利用や生活機能
の再構築を図り、安全で快適に住み続けられる｢住まいまちづくり｣を進
めます。
また、多世代にとって魅力あるまちをつくり、愛着の持てるまちを次世
代に継承する仕組みを整えます。

方針２ 住まいを必要とする人を支える

低所得者や高齢者、障害者、ひとり親世帯、子育て世帯、ＤＶ被害者な
ど、多様化する住宅確保要配慮者を含むすべての県民の居住の安定を確
保するため、公営住宅をはじめとする公的賃貸住宅や住宅確保要配慮者
の入居を拒まない民間賃貸住宅を確保するとともに、個々の生活課題や
不安に寄り添い、住まいの確保や入居後の生活の安定を支える市町村の
住宅部局・福祉部局や不動産事業者・福祉事業者等との連携強化を図り
ます。

方針３ 良質な住宅の供給・循環を促進する

住生活の基盤となる良質な住宅ストックの形成及び活用に向け、住宅
の性能・品質の向上や、既存住宅の流通・利活用を促進する市場環境の整
備を図ります。

＜基本理念＞

＜基本方針＞

方針１ 住み続けられるまちをつくる

方針２ 住まいを必要とする人を支える

方針３ 良質な住宅の供給・循環を促進する

本県の地域・住宅地の特性に応じて、「住まいまちづくり」の基本方針１～３に基づき、
県民、民間事業者、行政等の様々な主体の連携による推進体制を整備。

高齢者居住安定確保計画 賃貸住宅供給促進計画

マンション管理適正化推進計画

２

まち

ひと

住宅

奈良県住生活ビジョン（奈良県住生活基本計画）について

「住まいまちづくり」とは、
県民の暮らしの基盤である住まいと、

住まいを取り巻く住環境（「住まいまち」）を
一体的に捉え、つくっていくこと

持続可能な住宅地の形成
持続可能な都市構造を目指す立地適正化計画に基づく都市機能及び居住の
誘導促進

「住まいまちづくり」とは、奈良県民の暮らしの基盤である
住まいと住まいを取り巻く住環境

住宅の脱炭素化
ＺＥＨの推進

マンション法改正
マンションの長寿命化に向けた計画的な維持管理の推進、地域に外部不経済
を与える老朽化マンションの再生の更なる円滑化・Ｒ７年法改正（マンション
管理適正化支援法人ほか）

住宅確保要配慮者
増加する外国人との共生・公営住宅の目的外使用

居住支援
居住支援体制の整備・Ｒ７年法改正（居住サポート住宅）

緊急に住まいを必要とする人への支援
木造建設型仮設住宅建設協定、緊急修理・応急修理協定

県産材利用の推進
ガイドラインの策定

安心生活拠点プロジェクト
住民が安心して暮らし続けられる集落のあり方に関する議論を喚起すると共
に、人が集い、災害発生時や生活環境の厳しい場所に住む高齢者等に安全な
空間を提供する仕組み等を構築

１－①

１－②

２－①

２－②

２－③

３－①

３－②

３－③

主な改定内容（案）

奈良県の総世帯数は、令和7年度を期に減少 ０



日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）（令和6（2024）年推計）
国立社会保障・人口問題研究所

（1）一般世帯総数

「全国推計」によれば、全国の一般世帯総数は令和12
（2030）年をピークに減少に向かい、令和32（2050）年の一
般世帯総数は令和2（2020）年に比して5.6%の減少となって
いる。本推計によれば、都道府県別の一般世帯総数は、令和
32（2050）年には40道府県で令和2（2020）年を下回る。こ
のうち28道県では10％を超える減少となり、とくに、秋田県
（-29.1%）など9県では20%以上の減少となる。東京都
（9.9%）など7都県では、令和32（2050）年の一般世帯総数
は令和2（2020）年よりも多いが、いずれも推計期間中に
ピークを越えて世帯数が減少に転じている。
国勢調査によれば、都道府県別の一般世帯総数はすでに一

部の県で減少が始まっており、直近の平成27（2015）～令和
2（2020）年では4県で減少している。本推計による今後の5
年ごとの世帯数の推移をみると、世帯数が減少する都道府県
は、令和2（2020）～7（2025）年には8県、令和7（2025）～
12（2030）年には22道県、令和12（2030）～17（2035）年に
は40道府県と次第に増え、令和27（2045）～32（2050）年に
はすべての都道府県で世帯数が減少する。

０



日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）（令和6（2024）年推計）
国立社会保障・人口問題研究所

０



日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）（令和6（2024）年推計）
国立社会保障・人口問題研究所

０



持続可能な住宅地の形成 １－①

持続可能な都市構造を目指す立地適正化計画に基づく都市機能及び居住の誘導促進

立地適正化計画の策定状況
令和７年１１月２５日更新

区域名 区市町村名 策定有無 当初決定年月日 最終変更年月日 防災指針を含む 防災指針策定予定
備考

1 大 和 奈 良 市 ○ R7.3 － ○ － 令和９年度変更予定（立地適正化計画）

2 大 和 大和高 田市 ○ R1.6 － － ○ 令和１１年度以降変更予定（立地適正化計画）

3 大 和 大和郡 山市 ○ H30.5 R6.3 ○ －

4 大 和 天 理 市 ○ H30.7 － － ○ 令和１１年度以降変更予定（立地適正化計画）

5 大 和 橿 原 市 × － － － ○ 令和８年度公表予定（立地適正化計画）

6 大 和 桜 井 市 ○ H29.3 H30.3 － ○ 令和８年度変更予定（立地適正化計画）

7 大 和 五 條 市 ○ H30.12 － － ○

8 大 和 御 所 市 ○ R6.3 － ○ －

9 大 和 生 駒 市 × － － － ○ 令和７年度公表予定（立地適正化計画）

10 大 和 香 芝 市 ○ R6.12 － ○ － 令和１１年度以降変更予定（立地適正化計画）　

11 大 和 葛 城 市 ○ H29.11 R5.8 ○ －

12 大 和 宇 陀 市 ○ R1.7 － － ○ 令和９年度変更予定（立地適正化計画）

13 大 和 平 群 町 × － － － ○ 令和７年度公表予定（立地適正化計画）

14 大 和 三 郷 町 × － － － －

15 大 和 斑 鳩 町 × － － － ○ 令和８年度公表予定（立地適正化計画）

16 大 和 安 堵 町 × － － － ○ 令和８年度公表予定（立地適正化計画）

17 大 和 川 西 町 ○ H29.3 R6.8 ○ － 令和９年度変更予定（立地適正化計画）

18 大 和 三 宅 町 × － － － ○ 令和８年度公表予定（立地適正化計画）

19 大 和 田 原 本 町 ○ R1.5 R6.4 ○ －

20 大 和 高 取 町 × － － － －

21 大 和 明 日 香 村 × － － － －

22 大 和 上 牧 町 × － － － ○ 令和10年度公表予定（立地適正化計画）

23 大 和 王 寺 町 ○ H30.3 － － ○ 令和７年度変更予定（立地適正化計画）

24 大 和 広 陵 町 ○ R5.6 － ○ －

25 大 和 河 合 町 × － － － ○ 令和８年度公表予定（立地適正化計画）

26 吉 野 三 町 吉 野 町 × － － － －

27 吉 野 三 町 大 淀 町 × － － － －

28 吉 野 三 町 下 市 町 × － － － －

14 14市町 5市町 ８市町 １４市町 令和7年度以降、立地適正化計画公表予定数　９市町村
防災指針→令和２年９月７日より施行。

立地適正化計画作成状況



安心生活拠点プロジェクト １－②

南部東部振興課に資料提供可能かどうか確認後、清水副知事に情報提供



緊急に住まいを必要とする人への支援 ２－①

Ｒ８年度中に、木造建設型仮設住宅建設協定、緊急修理・応急修理協定を締結予定

Ｒ８年度中に協定予定



住宅確保要配慮者 ２－②

増加する外国人との共生

「人口推計、奈良県は27年ぶり「社会増」に 外国人が2千人超増加」（朝日新聞2025年4月19日抜粋）
• 2024年10月1日時点の人口推計で、奈良県は転入が転出を上回る「社会増加」に転じたことが明らかになった。県によると、社会増加は1997年以来

27年ぶり。定住する外国人の増加が背景にあるとみられている。
• 公表された推計では、出生・死亡に伴う「自然増減」を含む県全体の人口は減少しており、減少率は0・80%（前年0・79%）だった。
• ただ、転入と転出の差し引きである「社会増減」は231人の増加。県政策推進課によると、日本人は1908人の転出超過だった一方、外国人が2139

人の転入増加になったためという。

令和６年度 奈良県内在住外国人住民アンケート調査 結果報告書 （令和６年９月）



住宅確保要配慮者 ２－②

令和６年度 奈良県内在住外国人住民アンケート調査 結果報告書 （令和６年９月）



住宅確保要配慮者 ２－②

公営住宅の目的外使用

現状

○平成２３年度
グループホーム事業に係る活用マニュアルの整備
グループホーム事業への県営住宅の活用を開始

○平成３０年度
奈良先端科学技術大学院大学と協定を締結
留学生向け住戸としての活用を開始

○令和５年度、令和６年度
能登半島地震罹災者を受け入れ

※上記のほか、東日本大震災罹災者、新型コロナウイルス離職者に対しても目的外使用を実施

令和７年11月現在
留学生向け住戸としての活用：平城県営住宅（２戸）
グループホームとしての活用：橿原県営住宅（４戸）

今後

空き住戸の状況と地域のニーズに鑑み、公募を含めたさらなる活用促進の取組みを検討



居住支援 ２－③



居住支援 ２－③

Ｒ７年法改正（居住サポート住宅）

国土交通省 説明会資料



マンション法改正 ３－①

• マンションの長寿命化に向けた計画的な維持管理の推進
• 地域に外部不経済を与える老朽化マンションの再生の更なる円滑化
• Ｒ７年法改正（マンション管理適正化支援法人ほか）

国土交通省 説明会資料



住宅の脱炭素化 ３－②



県産材利用推進 ３－③


